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１ ポイント 
 

○ 平成 29年度における普通会計決算 

・ 歳入･歳出は、ともに平成 27年度以来２年ぶりに増加し、過去最大。 

・ 経常収支比率は、平成 28年度に引き続き２年連続の増。 

依然として財政構造は硬直化しており、弾力性に乏しい状況。 
 
○ 「地方公共団体財政健全化法」に基づく健全化判断比率 

  ・ 早期健全化基準・財政再生基準以上となる市町村はない。 
 
○ 「地方公共団体財政健全化法」に基づく地方公営企業の資金不足比率 

 ・ 小竹町の病院事業が経営健全化基準（20％）以上となっている。 

    資金不足比率 → 小竹町の病院事業（33.3％） 

 

 
２ 平成 29年度普通会計決算の状況                     

（単位：百万円、％） 

区  分 歳入総額 増減率 歳出総額 増減率 
経常収支 

比率 

政令市を除く

市町村計 

1,152,936 

(1,139,417) 

1.2 

(△0.9) 

1,116,345 

(1,103,446) 

1.2 

(△0.4) 

92.3 

(92.0) 

(参考) 

政令市 

1,424,372 

(1,327,612) 

7.3 

(△1.5) 

1,406,688 

(1,309,289) 

7.4 

(△1.5) 

96.0 

(97.0) 

計 
2,577,308 

(2,467,029) 

4.5 

(△1.2) 

2,523,033 

(2,412,736) 

4.6 

(△1.0) 

92.4 

(92.2) 
（ ）内の数値は、平成 28年度普通会計決算の数値 

 

【歳入】 

・ 繰入金、繰越金が減少したものの、寄附金、地方債、地方税が増加したため、

歳入全体としては増加 

   

【歳出】 

・ 義務的経費は、公債費が減少したものの、扶助費が増加したため増加 

・ 投資的経費は、平成 29年九州北部豪雨の災害復旧事業等により増加 

・ これらの結果、歳出全体としては増加 

 

【経常収支比率】 

・ 県平均（単純平均）は、0.3ポイント増の 92.3％ 

平成 2９年度福岡県市町村普通会計決算 

及び健全化判断比率等の概要（確報） 

（政令市以外の県内５８市町村） 
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３ 健全化判断比率等の状況 
 

○ 実質赤字比率  

・ 実質赤字額が生じた市町村はない。 
 
○ 連結実質赤字比率 

・ 連結実質赤字額が生じた市町村はない。 
 
○ 実質公債費比率 

・ 実質公債費比率（単純平均）は、前年度から 0.2ポイント減の 6.7％。 

・ 地方債の発行に際して許可が必要となる 18％以上となった市町村はない。 

・ 実質公債費比率の早期健全化基準は 25％、財政再生基準は 35％。 
 
○ 将来負担比率 

・ 将来負担比率（単純平均）は、前年度から 1.1ポイント減の 19.8％。 

・ 将来負担比率の早期健全化基準は 350％。 
 
○ 資金不足比率 

・ 地方公営企業に係る資金不足額が生じた事業は、前年度から１事業減の１事

業で、小竹町の病院事業。資金不足比率は経営健全化基準（20％）以上となっ

ている。医師不足に伴う患者数の減少等によって収支が悪化したことが主な要

因。 

（単位：百万円、％）  

 

 

 

 

 

 

団体名 事業名 資金不足額 資金不足比率 経営健全化基準 

小竹町 病院  162.2    33.3     20.0 
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平成２９年度県内市町村普通会計決算及び健全化判断比率の概要（確報） 

（政令市を除く５８市町村の状況） 

 

 

１ 決算収支状況 

（１）県内市町村（政令市を除く５８市町村）の平成２９年度普通会計決算は、歳入

総額が１兆１，５２９億円、歳出総額が１兆１，１６３億円となり、前年度と比

較して、歳入が＋１３５億円（＋１．２％）、歳出が＋１２９億円（＋１．２％）

増加した。 

歳入の増加については、寄附金、地方債、地方税等が増加したこと、歳出の増

加については、扶助費、災害復旧事業費等が増加したことが主な原因となってい

る。  

 

（２）歳入歳出差引額（形式収支）は、３６６億円の黒字となった。 

 

（３）上記の形式収支から、明許繰越等のため翌年度に繰り越すべき財源を控除した

実質収支は、２９３億円の黒字となった。なお、実質収支が赤字の市町村はない。 

 

 

表１　決算収支の状況 （単位：百万円、％）

区　　分

A B C=A-B C/B*100

歳入決算額

歳出決算額

歳入歳出差引額

翌年度繰越財源

実質収支

※　単位が百万円の表については、千円単位の数値を基礎としているため、表内の計が合わない

　場合がある。（以下、各表について同じ。）

▲ 119

1,139,417

平成２８年度平成２９年度 増　減　額 増　減　率

36,591

1,103,4461,116,345

13,519

12,898

620

7396,5097,248

29,343

1,152,936

▲ 0.429,462

1.2

1.2

1.7

11.4

35,971
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２ 歳入の状況 

平成２９年度の歳入総額は１兆１，５２９億円で、寄附金（＋６９億円、 

＋ ６ ６ ． ８ ％ ） 、 地 方 債 （ ＋ ５ ８ 億 円 、 ＋ ５ ． ８ ％ ） 、 地 方 税 

（＋５７億円、＋１．９％）等が増加したことにより、前年度（１兆１，３９４億

円）と比較して＋１３５億円（＋１．２％）増加した。 

なお、使途が特定されず、どの経費にも自由に充てることができる一般財源は、

前年度と比較して＋９０億円（＋１．５％）増加し、歳入全体に占める構成比は 

５３．６％と、前年度の５３．５％から０．１ポイント上昇した。 

表２　　歳入の状況

増減額 増減率

  構成比   構成比   

地　方　税 303,408 26.3 297,709 26.1 5,699 1.9

各種交付金 51,612 4.5 48,608 4.3 3,004 6.2

うち地方消費税交付金 44,687 3.9 43,953 3.9 734 1.7

地方特例交付金 1,669 0.1 1,512 0.1 156 10.3

地方交付税 252,586 21.9 252,429 22.2 157 0.1

国庫支出金 194,091 16.8 193,942 17.0 149 0.1

県支出金 82,918 7.2 78,719 6.9 4,199 5.3

繰　入　金 29,903 2.6 35,923 3.2 ▲ 6,019 ▲ 16.8

地　方　債 104,805 9.1 99,022 8.7 5,783 5.8

うち臨時財政対策債 33,986 2.9 32,691 2.9 1,295 4.0

その他 131,944 11.5 131,553 11.5 391 0.3

うち地方譲与税 9,000 0.8 9,033 0.8 ▲ 33 ▲ 0.4

うち繰越金 33,871 2.9 37,061 3.3 ▲ 3,190 ▲ 8.6

うち寄附金 17,145 1.5 10,278 0.9 6,867 66.8

 歳　入　合　計 1,152,936 100.0 1,139,417 100.0 13,519 1.2

　 うち一般財源 618,275 53.6 609,292 53.5 8,983 1.5

※数値は端数調整を行っているため、表内の計が合わない場合がある。

     (単位：百万円、％）

区　　　　     分 平成２９年度 平成２８年度

 

歳入の状況

歳入総額

１兆１，５２９億円

地方税

３，０３４億円

（２６．３％）

各種交付金

５１６億円

（４．５％）

地方特例交付金

１７億円

(０．１％）

地方交付税

２，５２６億円

（２１．９％）

県支出金

８２９億円

（７．２％）

繰入金

２９９億円

（２．６％）

地方債

１，０４８億円

（９．１％）

その他

１，３１９億円

（１１．５％）

うち一般財源

６，１８３億円

（５３．６％）

国庫支出金

１，９４１億円

（１６．８％）
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  主な歳入の状況は次のとおり。 

 

（１）地方税は、市町村たばこ税が▲９億円（▲４．７％）の減となる一方で、市町

村民税が＋３２億円（＋２．４％）、固定資産税が＋３０億円（＋２．３％）、

軽自動車税が＋３億円（＋４．６％）の増となったこと等により、前年度と比較

して＋５７億円（＋１．９％）増加した。 

   市町村民税の主な増は、法人税割の増＋１６億円（＋１０．８％）、所得割の

増＋１３億円（＋１．２％）。 

   固定資産税の主な増減は、家屋の増＋１８億円（＋２．８％）、償却資産の増

＋１４億円（＋６．０％）、土地の減▲１億円（▲０．１％）。 

 

（２）地方消費税交付金は、地方消費税収入が増加したことにより、前年度と比較し

て＋７億円（＋１．７％）増加した。 

 

（３）地方交付税は、普通交付税が▲５８億円（▲２．６％）の減となる一方で、災

害関係経費等の伸びに伴い、特別交付税が＋５９億円（＋１９．０％）の増となっ

たことにより、前年度と比較して＋１．６億円（＋０．１％）増加した。 

 

（４）国庫支出金は、社会資本整備総合交付金が▲３４億円（▲１８．０％）

の 減 と な る 一 方 で 、 普 通 建 設 事 業 に 係 る 補 助 金 が ＋ ２ ７ 億 円 

（＋２８．９％）、児童保護費等負担金が＋２６億円（＋１２．１％）の増となっ

たこと等により、前年度と比較して＋１億円（＋０．１％）増加した。 

 

（５）繰入金については、財政調整基金からの繰入金が▲２５億円（▲１９．０％）、

減債基金からの繰入金が▲４０億円（▲６１．０％）の減となったこと等により、

前年度と比較して▲６０億円（▲１６．８％）減少した。 

   

（６）地方債については、旧市町村合併特例事業債（▲５１億円、▲３４．３％）が

減となる一方で、学校教育施設等整備事業債（＋２４億円、＋３４．１％）、災

害復旧事業債（＋１９億円、＋６００．８％）、過疎対策事業債（＋１９億円、

＋１５．８％）が増となったこと等により、前年度と比較して＋５８億円

（＋５．８％）増加した。 

 

（７）寄附金については、ふるさと納税が＋６９億円（＋７３．５％）の増となった

ことにより、前年度と比較して＋６９億円（＋６６．８％）増加した。 

-3-



 

３ 歳出の状況 

平成２９年度の歳出決算額は１兆１，１６３億円で、公債費（▲４６億円、 

▲４．３％）、繰出金（▲３３億円、▲２．９％）等が減少したものの、扶助費（＋

７５億円、＋２．７％）、災害復旧事業費（＋６３億円、＋３２０．９％）が増と

なったことにより、前年度（１兆１，０３４億円）と比較して＋１２９億円

（＋１．２％）増加した。 

表３　　歳出の状況

増減額 増減率

  構成比   構成比   

義務的経費 534,015 47.8 530,064 48.0 3,952 0.7

　人　件　費 146,420 13.1 145,376 13.2 1,044 0.7

　扶　助　費 286,096 25.6 278,605 25.2 7,491 2.7

　公　債　費 101,500 9.1 106,083 9.6 ▲ 4,584 ▲ 4.3

投資的経費 150,602 13.5 143,126 13.0 7,476 5.2

　普通建設事業費 142,377 12.8 141,168 12.8 1,209 0.9

うち補助事業費 65,765 5.9 62,732 5.7 3,033 4.8

うち単独事業費 69,482 6.2 73,118 6.6 ▲ 3,635 ▲ 5.0

うち県営事業負担金 6,963 0.6 5,238 0.5 1,725 32.9

　失業対策事業費 0 0.0 4 0.0 ▲ 4 皆減

　災害復旧事業費 8,225 0.7 1,954 0.2 6,271 320.9

その他の経費 431,727 38.7 430,257 39.0 1,470 0.3

うち物件費 147,705 13.2 142,718 12.9 4,988 3.5

うち補助費等 116,315 10.4 114,497 10.4 1,818 1.6

うち積立金 33,811 3.0 35,832 3.2 ▲ 2,021 ▲ 5.6

うち繰出金 112,431 10.1 115,778 10.5 ▲ 3,347 ▲ 2.9

歳  出  合  計 1,116,345 100.0 1,103,446 100.0 12,898 1.2

※数値は端数調整を行っているため、表内の計が合わない場合がある。

 (単位：百万円、％）

区　　　　     分 平成２９年度 平成２８年度

 

歳出の状況

歳出総額

１兆１，１６３億円

人件費

１，４６４億円

（１３．１％）

扶助費

２，８６１億円

（２５．６％）

公債費

１，０１５億円

（９．１％）普通建設事業費

１，４２４億円

（１２．８％）

物件費

１，４７７億円

（１３．２％）

補助費等

１，１６３億円

（１０．４％）

積立金

３３８億円

（３．０％）

その他

２１５億円

（２．０％）

災害復旧事業費・

失業対策事業費

８２億円

（０．７％）

繰出金

１，１２４億円

（１０．１％）
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  性質別に見た歳出の状況は次のとおり。 

 

（１）義務的経費（人件費、扶助費及び公債費） 

公債費が減となったものの、人件費及び扶助費が増となったことにより、前年

度と比較して＋４０億円（＋０．７％）増加した。 

人件費は、前年度から＋１０億円（＋０．７％）増加した。 

扶助費は、私立保育所等施設型給付費、災害救助事業費等の増により、＋７５

億円（＋２．７％）増加した。 

公債費は、旧市町村合併特例事業債や地方道路等整備事業債等に係る元利償還

金が減となったことにより、▲４６億円（▲４．３％）減少した。 

 

 

（２）投資的経費（普通建設事業費、失業対策事業費及び災害復旧事業費） 

普通建設事業費、災害復旧事業費が増加したことにより、前年度と比較して 

＋７５億円（＋５．２％）増加した。 

普通建設事業費は、新庁舎建設事業等の減少により単独事業費が▲３６億円

（▲５．０％）の減となる一方で、小学校の統合・建設事業等の増加により補助

事業費が＋３０億円（＋４．８％）、総合武道館整備事業等の増加により県営事

業負担金が＋１７億円（＋３２．９％）の増となったため、普通建設事業費全体

としては＋１２億円（＋０．９％）増加した。 

災害復旧事業費は、九州北部豪雨の発生に伴い、前年度と比較して＋６３億円

（＋３２０．９％）増加した。 

 

 

（３）その他の経費（物件費、補助費等、積立金、繰出金及びその他） 

物件費は、ふるさと納税関連業務、災害等廃棄物処理事業の委託料等の増によ

り、前年度と比較して＋５０億円（＋３．５％）増加した。 

補助費等は、下水道事業会計への繰出額等の増により、前年度と比較して

＋１８億円（＋１．６％）増加した。 

繰出金は、国民健康保険事業会計（事業勘定）への繰出額が▲２４億円

（▲８．２％）の減となったこと等により、前年度と比較して▲３３億円（▲

２．９％）減少した。 

 

 

 

 

 

-5-



 

４ 経常収支比率の状況 

 

経常収支比率は、財政構造の弾力性を測定する指標で、人件費、扶助費、公債費

等の経常的な経費に充てる一般財源と、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経

常的に収入される一般財源等との比率である。 

平成２９年度の経常収支比率（単純平均）は９２．３％で、前年度（９２．０％）

と比較して＋０．３ポイント増加した。 

これは、分母である地方税等の経常一般財源等が＋４２億円（＋０．７％）の増

となったものの、分子である扶助費、物件費等の経常的経費に充てた一般財源が＋

５６億円（＋１．０％）増加したためである。 

 

表４－１ 経常収支比率の推移 

（注）本県市町村分は政令市を除く市町村の単純平均、全国市町村分は政令市を含む単純平均
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65
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２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

経常収支比率 本県市町村

経常収支比率 全国市町村(%)

 

 

表４－２ 経常収支比率の段階別市町村数 

区 分 70％未満 
70％以上 

80％未満 

80％以上 

90％未満 

90％以上 

100％未満 
100％以上 計 

市 0 0 7 19 0 26 

町 村 0 0 11 21 0 32 

計 0 0 18 40 0 58 
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５ 地方債現在高及び積立金現在高の状況 

（１）地方債現在高 

平成２９年度末の地方債現在高は、１兆１７１億円（うち臨時財政対策債 

４，２７９億円）となった。 

臨時財政対策債が＋３０億円（＋０．７％）の増、臨時財政対策債以外の地方

債が＋８２億円（＋１．４％）の増となり、前年度末と比較して＋１１２億円  

（＋１．１％）増加した。 

 

表５－１ 地方債年度末現在高の状況            （単位：百万円、％） 

区  分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

市町村計 965,509 977,187 1,003,756 1,005,859 1,017,065 

増 減 率     0.7     1.2     2.7      0.2      1.1 

 

（２）積立金現在高 

平成２９年度末の積立金の現在高は、４，３８１億円となり、前年度末と比較

して＋６５億円（＋１．５％）増加した。 

基金別にみると、財政調整基金の現在高は１，６５５億円（▲４３億円、 

  ▲２．５％）、減債基金の現在高は４９７億円（＋８億円、＋１．７％）、その他

特定目的基金の現在高は２，２２９億円（＋１００億円、＋４．７％）となって

いる。 

 

表５－２ 積立金現在高の状況                （単位：百万円、％） 

区  分 財政調整基金 減債基金 特定目的基金 合  計 

平成29年度末 165,498  49,728  222,887  438,113  

平成28年度末 169,806  48,878  212,900  431,584  

増 減 額   ▲4,308  849 9,987   6,528  

増 減 率         ▲2.5               1.7         4.7        1.5 

 

表５－３ 地方債現在高・積立金現在高の状況 

3,096 3,171 3,456 3,709 3,974 4,162 4,174 4,268 4,316 4,381

10,069 9,893 9,841 9,634 9,593 9,655 9,772
10,038 10,059 10,171

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000
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11,000
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積立金現在高

地方債現在高
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６ 健全化判断比率の状況 

平成１９年６月に公布された財政健全化法においては、地方公共団体の財政の健

全性に関する比率として、以下に示す４つの財政指標が健全化判断比率として定め

られている。 

これらの比率については、議会に報告し、公表することが義務付けられており、

また、健全化判断比率のいずれかが悪化し、早期健全化基準以上である場合には、

財政健全化計画を議会の議決を経て策定し、公表すること等が義務付けられている。 

平成２９年度決算に基づく健全化判断比率（確報値）の状況は、次のとおりであ

る。 

 

（１）実質赤字比率 

実質赤字比率は、一般会計等における歳出に対する歳入の不足額（実質赤字額）

を地方公共団体の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したも

のである。 

この比率が高くなる場合、その年度における歳入の、歳出に対する実質的な不

足額が増大し、歳入と歳出の不均衡が拡大していることになる。その解消には、

従来より多くの歳出削減策や歳入増加策が必要となるため、赤字の解消期間も長

期間にわたる可能性が高くなり、その団体の財政運営は困難な事態に陥る。 

平成２９年度決算において、実質赤字額が生じた県内市町村はない。 

 

（２）連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率は、地方公共団体のすべての会計の赤字額と黒字額を合算し

て算出された連結実質赤字額を、標準財政規模で除したものである。 

一般会計等が黒字であるにも関わらず、この比率が高くなっている場合、その

団体の会計のうち一部の会計において赤字額が増大しており、その団体全体の財

政運営において問題が生じていることを示している。 

平成２９年度決算において、連結実質赤字額が生じた県内市町村はない。 

 

（３）実質公債費比率 

実質公債費比率は、地方公共団体の一般会計等の支出のうち、義務的経費であ

る公債費（地方債の元利償還金）や公債費に準じた経費（準元利償還金）を、標

準財政規模を基本とした額で除したものの３ヶ年の平均値である。 

公債費や公債費に準じた経費は、削減したり、先送りしたりすることができな

いものであり、一度増大すると短期間で削減することは困難となる。実質公債費

比率が高まると財政の弾力性が低下し、他の経費を節減しないと収支が悪化し、

赤字団体となる可能性が高まることとなる。 

県内市町村の実質公債費比率の平均（単純平均）は、起債の抑制、繰上償還の

実施及び既発債の償還終了等により実質的な公債費負担額が減少したことから、

前年度に比して０．２ポイント減の６．７％となった。 

また、平成２５年度以降、地方債の発行に際して許可が必要となる１８％以上

となった市町村はない。 
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表６－１ 実質公債費比率の推移 

（注）・本県市町村分は政令市を除く市町村の単純平均、全国市町村分は政令市を含む単純平均
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16.0

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

本県市町村

全国市町村

(％)

 

（４）将来負担比率 

将来負担比率は、地方公共団体の一般会計等が将来的に負担することになって

いる実質的な負債に当たる額（将来負担額）を把握し、この将来負担額から負債

の償還に充てることができる基金等を控除の上、標準財政規模を基本とした額で

除したものである。 

将来負担額は、地方公共団体が発行した地方債残高のうち一般会計等が負担す

ることになるものに限らず、土地開発公社や損失補償を付した第三セクターの負

債等も含め、決算年度末時点において想定される地方公共団体の将来負担を把握

するものである。 

将来負担比率が高いほど、当該団体の一般財源規模に比べて将来負担額が大き

いということであり、今後、公債費の増大等により財政運営が圧迫されるなど、

問題が生じる可能性が高くなる。 

県内市町村の将来負担比率の平均（単純平均）は、既発債の償還終了等による

地方債現在高の減少や充当可能基金の増加等により、実質的な将来負担額が減少

したことから、前年度に比して１．１ポイント減の１９．８％となった。 

 

表６－２ 将来負担比率の推移 

（注）・本県市町村分は政令市を除く市町村の単純平均、全国市町村分は政令市を含む単純平均
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７ まとめ 

 

平成２９年度の県内市町村（政令市を除く）の決算は、歳入、歳出ともに平成

２７年度以来２年ぶりに増加し、過去最大の規模となった。 

実質収支が赤字となった市町村はないが、経常収支比率は平成２８年度に引き続

き増加し、４０市町において経常収支比率が９０％を超えており、依然として財政

構造は硬直化し、弾力性に乏しい財政状況にあると言える。 

一方、市町村においては、地方創生の推進や公共施設等の老朽化対策などの課題

に取り組みつつ、滞納整理等による税の徴収対策の強化、未利用財産の売払いなど

による歳入の確保、事務事業の見直しや組織の簡素効率化などによる歳出の削減を

進めるとともに、統一的な基準による地方公会計の活用や公共施設等の適正管理の

推進などにより、財政の透明性、予見可能性を高め、中長期的視点に立った計画的

な財政運営を行うことが求められる。 
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77
5,
91
8

0.
34

-
-

7.
6

69
.4

93
.3

10
,4
09
,0
89

1,
73
7,
20
4

1,
08
4,
80
5

3,
26
7,
17
6

6,
08
9,
18
5

２
政
令
市
計

1,
42
4,
3
71
,
54
1

1,
40

6,
6
87
,9
5
6

17
,
68
3
,5
85

11
,1
68
,5
52

18
3,
42
9

69
4,
09
2,
68
7

0.
81

12
.0

15
5.
6

96
.0

2,
21
5,
69
3,
99
2

37
,5
26
,0
29

17
,2
88
,5
39

47
,2
09
,0
67

10
2,
02
3,
63
5

２
６
市
計

85
3,
6
44
,
26
4

83
0
,8
4
2,
10
3

22
,
80
2
,1
61

17
,9
48
,7
61

1,
07
3,
06
5

44
2,
18
8,
44
9

0.
56

6.
4

19
.9

93
.2

75
3,
20
7,
16
3

11
0,
65
5,
43
8

28
,0
52
,1
07

14
2,
90
3,
66
6

28
1,
61
1,
21
1

３
２
町
村
計

29
9,
2
91
,
71
9

28
5
,5
0
2,
52
1

13
,
78
9
,1
98

11
,3
94
,7
26

△
 1
,1
91
,5
71

15
6,
09
3,
71
2

0.
48

7.
0

19
.8

91
.5

26
3,
85
8,
24
0

54
,8
42
,5
33

21
,6
75
,5
46

79
,9
83
,3
13

15
6,
50
1,
39
2

６
０
市
町
村
計

2,
57
7,
3
07
,
52
4

2,
52

3,
0
32
,5
8
0

54
,
27
4
,9
44

40
,5
12
,0
39

64
,9
23

1,
29
2,
37
4,
84
8

0.
53

6.
9

24
.3

92
.4

3,
23
2,
75
9,
39
5

20
3,
02
4,
00
0

67
,0
16
,1
92

27
0,
09
6,
04
6

54
0,
13
6,
23
8

５
８
市
町
村
計

1,
15
2,
9
35
,
98
3

1,
11

6,
3
44
,6
2
4

36
,
59
1
,3
59

29
,3
43
,4
87

△
 1
18
,5
06

59
8,
28
2,
16
1

0.
52

6.
7

19
.8

92
.3

1,
01
7,
06
5,
40
3

16
5,
49
7,
97
1

49
,7
27
,6
53

22
2,
88
6,
97
9

43
8,
11
2,
60
3

（
注

１
）

 標
準
財

政
規

模
は

臨
時

財
政
対

策
債
発
行

可
能
額
を

含
む
。

単
純

平
均

（
注

２
）

平
成

30
年

9月
27
日

に
公

表
し
た

速
報
値
か

ら
異
動
が

生
じ
た
の

は
、
小
竹

町
の
実
質

公
債
費
比

率
の
み

。
【

　
11
.8
（

速
報

値
）

→
 1
1.
6
（

確
報

値
）

】
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経
常
収
支
比
率
が
１
０
０
％
を
超
え
た
市
町
村
の
推
移

年
度

昭
和

５
０

昭
和

５
１

昭
和

５
２

昭
和

５
３

昭
和

５
４

昭
和

５
５

昭
和

５
６

昭
和

５
７

昭
和

５
８

昭
和

５
９

昭
和

６
２

昭
和

６
３

平
成

１
０

平
成

１
４

平
成

１
５

平
成

１
６

平
成

１
７

平
成

１
８

平
成

１
９

平
成

２
０

平
成

２
１

平
成

２
２

平
成

２
３

平
成

２
４

平
成

２
５

平
成

２
６

～
平

成
２

９

 飯
塚

市
(1

05
.7

%)
 中

間
市

(1
03

.6
%)

 芦
屋

町
(1

06
.3

%
)

 芦
屋

町
(1

03
.3

%
)

 金
田

町
(1

02
.8

%)
 香

春
町

(1
01

.4
%)

 金
田

町
(1

12
.4

%
)

 甘
木

市
(1

01
.1

%)
 直

方
市

(1
02

.9
%)

 頴
田

町
(1

00
.7

%)
 大

任
町

(1
02

.3
%)

 赤
池

町
(1

02
.0

%)
 芦

屋
町

(1
05

.8
%)

 芦
屋

町
(1

00
.9

%)
 山

田
市

(1
07

.6
%)

 山
田

市
(1

12
.1

%)
 飯

塚
市

(1
01

.8
%)

大
牟

田
市

(1
01

.5
%)

直
方

市
(1

03
.7

%)
直

方
市

(1
01

.1
%)

宮
若

市
(1

03
.2

%)
 大

任
町

(1
00

.9
%)

苅
田

町
(1

00
.3

%)

 柳
川

市
(1

03
.8

%)
 芦

屋
町

(1
18

.7
%)

 碓
井

町
(1

03
.8

%
)

 碓
井

町
(1

02
.8

%
)

 赤
池

町
(1

15
.0

%)
 金

田
町

(1
19

.6
%)

 赤
池

町
(1

04
.8

%
)

 大
任

町
(1

00
.7

%)
 赤

池
町

(1
02

.9
%)

 稲
築

町
(1

03
.0

%)
 芦

屋
町

(1
05

.8
%)

 芦
屋

町
(1

06
.5

%)
 宮

若
市

(1
04

.7
%)

 中
間

市
(1

02
.2

%)
 飯

塚
市

(1
01

.1
%)

 飯
塚

市
(1

01
.4

%)
 嘉

麻
市

(1
01

.1
%)

 山
田

市
(1

02
.2

%)
 碓

井
町

(1
01

.6
%)

 赤
池

町
(1

04
.9

%
)

 方
城

町
(1

01
.5

%)
 赤

池
町

(1
12

.4
%)

 方
城

町
(1

07
.5

%
)

 大
任

町
(1

09
.8

%)
 頴

田
町

(1
00

.8
%)

 稲
築

町
(1

03
.9

%)
 桂

川
町

(1
00

.4
%)

 嘉
麻

市
(1

11
.3

%)
太

宰
府

市
(1

00
.9

%)
春

日
市

(1
01

.2
%)

田
川

市
(1

01
.7

%)
大

任
町

(1
01

.1
%)

 大
川

市
(1

00
.1

%)
 方

城
町

(1
01

.3
%)

 方
城

町
(1

13
.8

%)
 大

任
町

(1
04

.2
%
)

 添
田

町
(1

00
.0

%)
 頴

田
町

(1
02

.7
%)

 稲
築

町
(1

12
.0

%)
 芦

屋
町

(1
05

.6
%)

 嘉
麻

市
(1

05
.9

%)
 嘉

麻
市

(1
01

.2
%)

春
日

市
(1

01
.1

%)

 行
橋

市
(1

09
.0

%)
 犀

川
町

(1
00

.1
%)

 桂
川

町
(1

02
.2

%)
 碓

井
町

(1
08

.0
%)

 東
峰

村
(1

02
.8

%)
 小

竹
町

(1
00

.2
%)

 芦
屋

町
(1

03
.5

%)
 添

田
町

(1
02

.9
%)

 中
間

市
(1

17
.5

%)
 添

田
町

(1
01

.9
%)

 筑
穂

町
(1

09
.1

%)
 上

陽
町

(1
01

.1
%)

 桂
川

町
(1

01
.1

%)
 桂

川
町

(1
02

.1
%)

 糸
田

町
(1

00
.8

%)

 芦
屋

町
(1

32
.4

%)
小

石
原

村
(1

01
.3

%)
 穂

波
町

(1
00

.7
%)

 添
田

町
(1

05
.9

%)
 東

峰
村

(1
01

.7
%)

 東
峰

村
(1

00
.2

%)
川

崎
町

(1
00

.2
%)

 水
巻

町
(1

00
.3

%)
宝

珠
山

村
(1

00
.4

%)
 庄

内
町

(1
05

.9
%)

 糸
田

町
(1

00
.7

%)
 添

田
町

(1
04

.5
%)

 矢
部

村
(1

00
.2

%)
 大

任
町

(1
00

.9
%)

 碓
井

町
(1

18
.3

%)
 頴

田
町

(1
05

.7
%)

 大
任

町
(1

01
.7

%)
 福

智
町

(1
00

.7
%)

 添
田

町
(1

09
.3

%)
 福

智
町

(1
00

.0
%)

 香
春

町
(1

11
.5

%)
 東

峰
村

(1
04

.6
%)

 福
智

町
(1

01
.5

%)
み

や
こ

町
(1

03
.1

%)
 糸

田
町

(1
03

.8
%)

 金
田

町
(1

06
.6

%)
 添

田
町

(1
06

.3
%)

み
や

こ
町

(1
03

.2
%)

 築
上

町
(1

05
.0

%)
川

崎
町

(1
00

.8
%)

 糸
田

町
(1

02
.3

%)
 糸

田
町

(1
01

.8
%)

 大
任

町
(1

01
.0

%)

 川
崎

町
(1

00
.5

%)
 方

城
町

(1
02

.5
%)

 福
智

町
(1

04
.0

%)

 赤
池

町
(1

14
.3

%)
 豊

津
町

(1
01

.0
%)

み
や

こ
町

(1
00

.3
%)

 方
城

町
(1

25
.4

%)
 築

城
町

(1
05

.6
%)

 築
上

町
(1

02
.6

%)

 大
任

町
(1

12
.2

%)

 赤
  
村

(1
04

.8
%)

 犀
川

町
(1

19
.1

%)

※
芦

屋
町

は
、

公
営

競
技

施
行

団
体

で
あ

る
た

め
、

経
常

収
支

比
率

が
特

異
な

数
値

を
示

す
場

合
が

あ
る

。

市 町 村 名

該 当 な し

該 当 な し
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S5
4

S5
5

S
56

S
57

S
58

S
59

S6
0

S
61

S6
2

S
63

H1
H
2

H3
H4

H5
H6

H7
H8

H9
H1

0
H1
1

H1
2

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

～
H2
9

9
1
2

13
10

1
0

13
1
3

13
8

8
7

7
4

3
3

3
3

3
4

3
2

1
2

2
2

1
1

1
1

1
1

0
～

0

数
6

8
10

9
9

11
1
1

11
7

7
6

6
4

3
3

3
3

3
4

3
2

1
2

2
2

1
1

1
1

1
1

0
～

0

大
牟
田
市

大
牟
田
市

大
牟
田
市

直
方
市

山
田
市

中
間
市

宮
田
町

宮
田
町

若
宮
町

若
宮
町

頴
田
町

再
建

香
春
町

再
建

金
田
町

糸
田
町

川
崎
町

再
建

赤
池
町

再
建

方
城
町

大
任
町

（
注
）
「
赤
字
団
体
」
と
は
当
該
年
度
の
実
質
収
支
が
赤
字
の
も
の
。
「
再
建
」
は
当
該
団
体
が
準
用
再
建
団
体
で
あ
っ
た
時
期
を
示
す
。

年
　
度

団
体
数  団 体 名

 赤 字 団 体 の う ち 産 炭 地 市 町 村

福
岡
県
内
の
市
町
村
に
お
け
る
赤
字
団
体
の
状
況
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財 政 用 語 解 説  

 

 用    語          見         方      算     式 

 実質収支  決算収支を表わすもので、実質的な黒字、赤字の額を示す。 

 一定の黒字を出すことが財政運営の基本であり、後年度の財源 

調整の範囲内の適度な剰余が望ましいとされる。 

(歳入－歳出)－翌年度へ繰越すべき財 

源 

 単 年 度 

 収    支 

 実質収支が、前年度以前からの収支の累積であるのに対し、単 

年度収支は、当該年度と前年度の実質収支の差額。 

 黒字であれば、その分新たな剰余が発生、又は赤字が縮小した 

ことになる。 

当該年度実質収支－前年度実質収支 

 標準財政 

 規    模 

 当該団体の一般財源の標準規模を示した額であり、当該地方公 

共団体の普通交付税算定における標準税収入額と譲与税等に普通 

交付税及び臨時財政対策債発行可能額を加算した額。 

｛（基準財政収入額－市町村民税所得 

割に係る税源移譲相当額の２５％－各

種譲与税－交通安全対策特別交付金等※

－地方消費税交付金に係る引き上げ分

の２５％)×１００／７５＋各種譲与税

＋交通安全対策特別交付金等※}＋普通

交付税＋臨時財政対策債発行可能額 

 財 政 力 

 指    数 

  当該団体の財政力を表わす指標で、｢１｣に近く、さらに｢１｣を 

超えるほど財源に余裕があるとされる。 

基準財政収入額／基準財政需要額 

の３カ年の数値の平均 

 経常収支 

 比  率 

  財政構造の弾力性を測定する指標で、人件費、扶助費、公債費 

等の経常的な経費に充てる一般財源と、地方税、普通交付税、地 

方譲与税等の経常一般財源との比率。 

  この比率が低いほど、普通建設事業費等の臨時的経費に充当で 

きる一般財源に余裕があり、財政構造が弾力性に富んでいること 

になる。 

｛経常経費充当の一般財源の額／（経 

常一般財源の総額＋減収補てん債特例 

分＋臨時財政対策債）｝×１００（％） 

  ※政令市のみ分離課税所得割交付金、道府県民税所得割臨時交付金を含む。 

 

 用   語                内               容 

 普通会計  地方自治法等の法律によって規定されているものではなく、地方財政統計上統一的に用いられる会計区

分であり、一般会計と、公営事業会計以外の特別会計を総合して一つの会計としてまとめたもの。 

 一般財源 

    と 

 特定財源 

 一般財源とは、使途が特定されずどのような経費にも使用できるものをいい、特定財源とは使途が特定

されるものをいう。 

 一般財源が多いほど行政運営の自主性が確保され、地域の実態に即応した行政の展開が可能となる。 

 前者は、地方税、地方譲与税、地方交付税などが代表的であり、後者は、国庫(県)支出金、地方債、 

分担金及び負担金などが代表的である。 

 自主財源 

    と 

 依存財源 

 自主財源とは、自主的に収入しうる財源をいい、依存財源とは、国(県)の決定により交付されたり、割

り当てられたりする収入をいう。 

 自主財源が多いほど、行政活動の自主性と安定性が確保される。 

  前者は、地方税、分担金及び負担金、使用料などが代表的であり、後者は、地方交付税、国庫(県)支出

金、地方債などが代表的である。 

義務的経費  歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減することが困難な経費をいい、極めて硬直性の高い経

費である。 

 通常、人件費、扶助費、公債費の総体をいう。 

投資的経費  歳出のうち、その支出の効果が資本形成に向けられるものをいう。 

 通常、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費の総体をいう。 

 臨時財政 

 対 策 債 

  地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第５条の特例と

して認められた地方債をいい、地方財政法第３３条の５の２の規定に基づき、平成１３年度から平成３１

年度までの間に限り、発行される。 

 地方交付税制度を通じて標準的に保障されるべき地方一般財源の規模を示す各地方公共団体の基準財

政需要額を基本に、団体ごとの発行可能額が算定される。 
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①　実質赤字比率

一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率

算出方法

【基準】

　早期健全化基準　標準財政規模に応じ11.25～15％

　財政再生基準　20％

②　連結実質赤字比率

全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率

算出方法

【基準】

　早期健全化基準　標準財政規模に応じ16.25～20％

　財政再生基準　30％

③　実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率

算出方法

【基準】

　早期健全化基準　25％

　財政再生基準　35％

※　準元利償還金　

　　　一般会計等から他会計への繰出金のうち公営企業債の償還に充てたもの、一部事務組合への

　　負担金のうち組合が起こした地方債の償還に充てたものなど、公債費に準じた経費

④　将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率

算出方法

【基準】

　早期健全化基準　350％(政令市は400％）

※　将来負担額
　　　地方債残高、債務負担行為に基づく支出予定額、退職手当支給予定額など、一般会計等が
　　将来負担すべき実質的な負債

⑤　資金不足比率

公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率

算出方法

【基準】

　経営健全化基準　20％

平成２９年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

参　考

　（地方債の元利償還金＋準元利償還金）

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

連結（一般会計等＋公営事業会計(公営企業会計を含む)）実質赤字額

標準財政規模

事業の規模

　　　　　　　　　　＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

　　　－(特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

標準財政規模－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

　将来負担額－(充当可能基金額＋特定財源見込額

資金の不足額
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